
Information

　　

肝
臓
は
沈
黙
の
臓
器
と
も
言
わ

れ
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い

て
も
自
覚
症
状
が
な
く
、
気
付
か

な
い
う
ち
に
肝
硬
変
や
肝
が
ん
へ

進
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
を
早
い
段

階
で
見
つ
け
、
適
切
な
治
療
を
す

れ
ば
発
症
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
　

市
で
は
、
集
団
で
特
定
健
診
を

受
診
す
る
方
で
、
市
内
在
住
の
満

40
歳
に
な
る
方
、
お
よ
び
満
41
歳

以
上
の
方
で
過
去
に
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
査
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、か

つ
検
査
を
希
望
さ
れ
る
方
を
対
象

に
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。検
査
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
特
定
健
診
を
受
け
る
際
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
　

気
に
な
る
こ
と
や
不
明
な
点
が

あ
れ
ば
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
健
康
対
策
課

　
　

一
般
消
費
者
を
対
象
に
、不
動

産
・
住
ま
い
に
関
す
る
問
題
等
に
つ

い
て
専
門
の
相
談
員
が
お
答
え
す

る
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時　
５
月
14
日（
木
）

　　　　　　　

13
時
〜
16
時

■
場
所　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　　　　　　　
３
階　

第
１
会
議
室

■
問
い
合
わ
せ　

公
益
社
団
法
人

高
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
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各
種
社
会
福
祉
施
設
（
老
人

ホ
ー
ム
や
保
育
所
等
）や
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
福
祉
サ
ー

ビ
ス
利
用
に
お
い
て
の
疑
問
や
悩

み
な
ど
の
困
り
ご
と
は
、そ
の
事
業

者
と
の
話
し
合
い
で
の
解
決
が
望

ま
れ
ま
す
。し
か
し
、
話
し
合
い
だ

け
で
は
解
決
し
な
か
っ
た
り
、直
接

話
す
こ
と
に
少
し
抵
抗
を
感
じ
た

り
す
る
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　　
そ
の
よ
う
な
時
に
は「
福
祉
サ
ー

ビ
ス
困
り
ご
と
解
決
委
員
会
」に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。相
談
は
無
料
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
相
談
日
時

　　

平
日　
９
時
〜
16
時

※
年
末
年
始
を
除
く
。F
A
X
と
メ
ー
ル
は

24
時
間
受
け
付
け

■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
市
朝
倉
戊
三
七
五
ー
一

　　

高
知
県
福
祉
交
流
プ
ラ
ザ　
４
階

　
　

高
知
県
運
営
適
正
化
委
員
会

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
困
り
ご
と
解
決
委

員
会
）
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■
メ
ー
ル

　　kaike
tsu@

p
ip
p
iko
chi.o

r.jp

　
　

高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
人

権
擁
護
委
員
、法
務
局
人
権
擁
護

課
職
員
に
よ
る
、
12
時
間
電
話
相

談
を
実
施
し
ま
す
。相
談
は
無
料
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
相
談
内
容

　
　

差
別
待
遇
、
暴
行
・
虐
待
、い
じ

め
、D
V
等
、家
庭
や
近
隣
関
係
等

に
お
け
る
、
人
権
問
題
に
関
す
る

あ
ら
ゆ
る
相
談

■
相
談
日
時

　　
６
月
１
日（
月
）９
時
〜
21
時

■
相
談
電
話
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■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
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高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
人
権

擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、弁
護
士
・

司
法
書
士
資
格
を
有
す
る
人
権
擁

護
委
員
に
よ
る「
く
ら
し
の
悩
み
ご

と
相
談
所
」を
開
設
し
ま
す
。相
談

は
無
料
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
相
談
内
容

　
　

差
別
待
遇
、
暴
行
・
虐
待
、い
じ

め
、D
V
な
ど
、家
庭
や
近
隣
関
係

等
に
お
け
る
、法
律
・
人
権
問
題
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

■
相
談
日
時

　　
６
月
２
日（
火
）10
時
〜
16
時

※
12
時
〜
13
時
は
休
み
。相
談
受
付
は
15

時
30
分
ま
で

■
相
談
場
所

　　

高
知
市
栄
田
町
二
ー
二
ー
一
〇

　　
高
知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎
９
階

■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
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生
活
道
な
ど
を
地
元
の
皆
さ
ん

で
舗
装
工
事（
簡
易
舗
装
）す
る
場

合
に
材
料
を
支
給
し
ま
す
。

　　

町
内
会(

自
治
会
）な
ど
で
協
議

の
う
え
、
代
表
者
の
名
前
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。審
査
し
て
決
定
し

ま
す
。

■
事
業
内
容

▼
区　　

分
…
生
活
道
な
ど

▼
原
材
料
…
市
よ
り
提
供

▼
幅　　

員
…
約
２
m
以
上

▼
受
益
者
…
２
人
以
上

■
申
請
書
配
布
場
所

　　

市
役
所
建
設
課
・
市
民
保
険
課
・

各
支
所

■
申
請
期
限　
５
月
29
日（
金
）

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
建
設
課

　
　

日
頃
か
ら
介
護
を
し
て
い
る
家

族
の
皆
さ
ん
が
、気
軽
に
参
加
で
き

る
純
喫
茶
あ
し
た
ば（
認
知
症
カ

フ
ェ
）で
、
同
じ
介
護
者
同
士
、
不

安
や
苦
労
を
語
り
合
っ
て
ス
ト
レ

ス
発
散
し
ま
せ
ん
か
？
ご
都
合
に

合
わ
せ
て
ど
の
月
か
ら
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

＊
認
知
症
カ
フ
ェ
っ
て
何
？

　
　

認
知
症
に
な
っ
て
も
皆
が
安
心

し
て
地
域
で
暮
ら
せ
る
た
め
に
、日

頃
か
ら
認
知
症
に
つ
い
て
相
談
し

た
り
、
学
ん
だ
り
、
予
防
し
た
り
す

る
場
で
す
。

■
対
象　

高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
家
族
や
地
域
の
方

■
場
所　

の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー　
１
階　

第
１
ふ
れ
あ
い
室

※
６
月
・
８
月
は
弁
天
座
で
開
催

■
開
催
日　

毎
月
第
３
水
曜
日

※
６
月
は
６
月
10
日（
水
）に
開
催

■
開
催
時
間

　　

13
時
30
分
〜
14
時
30
分

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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ー
8
5
1
1

　　

健
康
状
態
や
困
り
ご
と
な
ど
を

お
伺
い
し
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
報
告
し
ま
す
。

■
訪
問
対
象

　
　

70
歳
以
上
の
方
が
い
る
世
帯

（
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
以

外
の
方
）

■
対
象
地
域　

市
内
全
域

※
野
市
局
が
担
当
の
野
市
町
の
高
齢
者
に

つ
い
て
は
、人
数
が
多
い
た
め
２
年
間
に
分

け
て
訪
問
し
て
い
ま
す

■
訪
問
時
期

　　

27
年
5
月
か
ら
28
年
３
月
の
期

間
で
年
１
回
の
予
定

　
　

こ
の「
ゆ
う
郵
訪
問
事
業
」は
、

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
高

齢
者
の
方
の
相
談
事
に
き
め
細
や

か
に
対
応
す
る
た
め
、
日
本
郵
便

株
式
会
社
高
知
東
郵
便
局
に
委

託
し
た
も
の
で
す
（
平
成
21
年
度

か
ら
開
始
し
今
年
度
で
７
年
目
に

な
り
ま
す
）。

　
　
こ
れ
ま
で
70
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
の
方
や
、高
齢
者
の
方
だ
け
の

世
帯
の
み
に
訪
問
し
て
い
ま
し
た

が
、
若
い
世
代
の
ご
家
族
と
一
緒

に
生
活
を
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
も

日
中
は
一
人
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

生
活
状
況
を
お
聞
き
し
、
困
り
ご

と
が
な
い
か
把
握
し
て
い
き
ま
す
。

　　

災
害
時
の
要
援
護
者
の
支
援
に

も
情
報
を
活
用
し
て
い
き
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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家
で
は
野
菜
嫌
い
の
娘
も
幼
稚
園
の
給
食
で
は
今
日
は
き
ゅ
う
り
食
べ
れ
た
と
か
ト
マ
ト
食
べ
れ
た
、
給
食
お
い
し
か
っ
た
と
話
し
て
く
れ
ま
す
。
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
や
旬
な
お
野
菜
、
←

広

報

へ

の

ご

意

見

↓　

地
域
の
お
野
菜
を
使
っ
た
料
理
、
地
方
の
郷
土
料
理
や
行
事
に
ち
な
ん
だ
料
理
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
お
い
し
い
給
食
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

報

へ

の

ご

意

見

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　
　

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
は

　
　
　

お
済
み
で
す
か
？

　

郵
便
配
達
の
外
務
員
が

　

高
齢
者
の
お
宅
を
訪
問
し
ま
す

　

介
護
の
こ
と
で
困
っ
た
ら
…
純
喫

　

茶
あ
し
た
ば
へ
来
ま
せ
ん
か
？

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
困
り
ご
と

　

解
決
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
？

H
健 康

H e a l t h

健 康

月

火

水

木

金

土・日

歯ぐきの色の変化

子どもが「お腹が痛い」という時

アロエはやけどに効くか

ＩＴ時代の目の疲れ

アルコールによる依存症

胃潰瘍は口臭に関係あるの？

５
月
の
番
組
表

▼
問
い
合
わ
せ
／
高
知
保
険
医
協
会

　


０
８
８ｰ

８
３
２ｰ

５
２
３
１

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

24
時間

０８８０８８　－　８３２８３２　－　５２６６５２６６０８８　－　８３２　－　５２６６
※
同
じ
テ
ー
マ
の
テ
ー
プ
を
朝
９
時
〜
翌
朝
９
時

ま
で
流
し
て
い
ま
す（
祝
日
は
前
日
と
同
じ
テ
ー
マ
）

　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年
所得が一定額以下の場合や、失業等の
事由がある場合に、保険料が全額免除
または一部免除となります。

市役所市民保険課　または南国年金事務所 ０８８-８６４-１１１１　へ

納　付

含まれる

■過去２年までさかのぼって免除申請ができます！
　一定の将来期間のほか、過去２年（申請月の２年１カ月前の月
分）までさかのぼって免除を申請できます。ただし、申請が遅れ
ると万一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じ
る場合がありますので、すみやかに申請してください。

【注１】保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が以下の
　　　とおりとなります（平成21年4月以降の免除期間）
 ● 全額免除の場合…２分の１　● ４分の３免除の場合…８分の５
 ● 半額免除の場合…４分の３　● ４分の１免除の場合…８分の７

【注２】一部免除については、減額された保険料を納めないと「未
　　　納」と同等の扱いとなります

■「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

報

免除制度

があります！

国民年金保険料の

所得が少ないときや失業等によ

り保険料を納めることができな

い場合には、本人の申請によって保険

料の納付が免除される制度があります。

免除（全額免除・一部免除）申請１

　30歳未満の方で、本人、配偶者
それぞれの前年所得が一定額以
下の場合に、納付が猶予されます。

若年者納付猶予申請２

　学生の方で本人の前年
所得が一定額以下の場合
に、納付が猶予されます。

学生納付特例申請３

★付加年金または

国民年金基金に

加入中の場合、免

除等が承認される

と脱退となります

老齢・障害・

遺族基礎年

金の受給資

格期間に…

含まれる

全額免除

含まれる

含まれる
【注１】

一部免除

含まれる
【注２】

含まれる
【注１、２】

若年者
納付猶予

（学生納付特例）

含まれる

含まれない

未　納

含まれない

含まれない
老齢基礎年

金額の計算

に…

問

　
６
月
１
日
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

四
国
一
斉
！
12
時
間
電
話
相
談

C
相 談

counseling

相 談

く
ら
し
の
悩
み
ご
と
相
談
所

不
動
産
に
関
す
る
無
料
相
談

C
土 木

C i v i l
E n g i n e e r i n g

土 木

道
路
舗
装
材
料
を
支
給

13２０１５.５ 12 ２０１５.５


